
（別紙３－１）

政策ごとの予算との対応について（個別表）【特別会計】
（単位：千円）

勘定 項 事項 比較増△減額

1,082,468,095 1,077,084,000 △5,384,095

<2,110,625> の内数 <2,030,729> の内数 <△79,896>
19,315,168 20,216,270 901,102

<0>
労災勘定 労働安全衛生対策費 労働安全衛生対策に必要な経費 17,357,193 18,258,349 901,156

労災勘定 独立行政法人労働安全衛
生総合研究所運営費

独立行政法人労働安全衛生総合研究所運
営費交付金に必要な経費

1,836,915 1,868,788 31,873

労災勘定 独立行政法人労働安全衛
生総合研究所施設整備費

独立行政法人労働安全衛生総合研究所施
設整備に必要な経費

121,060 89,133 △31,927

965,288,083 958,578,113 △6,709,970

<0>

労災勘定 保険給付費 保険給付に必要な経費 776,065,678 773,444,486 △2,621,192

労災勘定 業務取扱費 保険給付業務に必要な経費 14,483,979 15,066,660 582,681
労災勘定 職務上年金給付費年金特

別会計へ繰入
職務上年金給付費の財源の年金特別会計
厚生年金勘定へ繰入れに必要な経費

9,246,616 8,834,995 △411,621

労災勘定 職務上年金給付費等交付
金

職務上年金給付費等交付金に必要な経費 6,067,770 6,052,831 △14,939

労災勘定 社会復帰促進等事業費 被災労働者等の社会復帰促進・援護等に必
要な経費

149,672,904 145,322,700 △4,350,204

労災勘定 独立行政法人労働者健康
福祉機構運営費

独立行政法人労働者健康福祉機構運営費
交付金に必要な経費

7,111,072 7,186,446 75,374

労災勘定 独立行政法人労働者健康
福祉機構施設整備費

独立行政法人労働者健康福祉機構施設整
備に必要な経費

2,640,064 2,669,995 29,931

10,577,422 10,489,154 △88,268

<2,110,625> の内数 <2,030,729> の内数 <△79,896>
労災勘定 仕事生活調和推進費 仕事と生活の調和の推進に必要な経費 1,798,453 2,118,307 319,854

労災勘定 中小企業退職金共済等事
業費

中小企業退職金共済等事業に必要な経費 1,947,030 1,892,694 △54,336

労災勘定 独立行政法人労働政策研
究・研修機構運営費

独立行政法人労働政策研究・研修機構運営
費交付金に必要な経費

111,224 109,082 △2,142

労災勘定 独立行政法人労働政策研
究・研修機構施設整備費

独立行政法人労働政策研究・研修機構施設
整備に必要な経費

66,985 53,766 △13,219

雇用勘定 中小企業退職金共済等事
業費

中小企業退職金共済等事業に必要な経費 6,620,380 6,282,442 △337,938

雇用勘定 独立行政法人勤労者退職
金共済機構運営費

独立行政法人勤労者退職金共済機構運営
費交付金に必要な経費

33,350 32,863 △487

雇用勘定 独立行政法人労働政策研
究・研修機構運営費

独立行政法人労働政策研究・研修機構運営
費交付金に必要な経費

<1,940,362> の内数 <1,891,250> の内数 <△49,112>

雇用勘定 独立行政法人労働政策研
究・研修機構施設整備費

独立行政法人労働政策研究・研修機構施設
整備に必要な経費

<170,263> の内数 <139,479> の内数 <△30,784>

408,576 405,913 △2,663
<2,110,625> の内数 <2,030,729> の内数 <△79,896>

雇用勘定 労使関係安定形成促進費 安定した労使関係の形成促進に必要な経費 408,576 405,913 △2,663
雇用勘定 独立行政法人労働政策研

究・研修機構運営費
独立行政法人労働政策研究・研修機構運営
費交付金に必要な経費

<1,940,362> の内数 <1,891,250> の内数 <△49,112>

雇用勘定 独立行政法人労働政策研
究・研修機構施設整備費

独立行政法人労働政策研究・研修機構施設
整備に必要な経費

<170,263> の内数 <139,479> の内数 <△30,784>

（所管）厚生労働省　　　　（会計）労働保険特別会計

政策評価体系

　１　ディーセントワークの実現に向けて、労働者が安心して快適に働くこと
ができる環境を整備すること

（１）　安全・安心な職場づくりを推進すること

１　労働者の安全と健康が確保され、労働者が安心して働くことがで
きる職場づくりを推進すること

（２）　労働災害に被災した労働者等の公正な保護を行うとともに、その社
会復帰の促進等を図ること

１　迅速かつ適正な労災保険給付を行い、被災労働者等の保護を図
ること

２　被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること

（３）　勤労者生活の充実を図ること

１　労働時間等の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対策
を推進すること
２　豊かで安定した勤労者生活の実現を図ること

（４）　安定した労使関係等の形成を促進すること

１　労使関係が将来にわたり安定的に推移するよう集団的労使関係
のルールの確立及び普及等を図るとともに、集団的労使紛争の迅速
かつ適切な解決を図ること

26年度予算額 27年度予算額



勘定 項 事項 比較増△減額政策評価体系 26年度予算額 27年度予算額

1,986,818 1,983,413 △3,405

<2,110,625> の内数 <2,030,729> の内数 <△79,896>
労災勘定 個別労働紛争対策費 個別労働紛争対策に必要な経費 993,413 991,715 △1,698
雇用勘定 個別労働紛争対策費 個別労働紛争対策に必要な経費 993,405 991,698 △1,707
雇用勘定 独立行政法人労働政策研

究・研修機構運営費
独立行政法人労働政策研究・研修機構運営
費交付金に必要な経費

<1,940,362> の内数 <1,891,250> の内数 <△49,112>

雇用勘定 独立行政法人労働政策研
究・研修機構施設整備費

独立行政法人労働政策研究・研修機構施設
整備に必要な経費

<170,263> の内数 <139,479> の内数 <△30,784>

84,892,028 85,411,137 519,109

0
労災勘定 保険料返還金等徴収勘定

へ繰入
保険料返還金等の財源の徴収勘定へ繰入
れに必要な経費

36,260,026 36,375,031 115,005

雇用勘定 保険料返還金等徴収勘定
へ繰入

保険料返還金等の財源の徴収勘定へ繰入
れに必要な経費

27,172,706 26,329,093 △843,613

徴収勘定 業務取扱費 労働保険適用徴収業務に必要な経費 17,758,654 18,852,170 1,093,516
徴収勘定 業務取扱費 石綿健康被害救済事業に必要な経費 3,700,642 3,854,843 154,201

2,237,540,086 2,137,489,134 △100,050,952

<76,427,859> の内数 <72,307,443> の内数 <△4,120,416>

62,717,833 59,662,912 △3,054,921

<2,110,625> の内数 <2,030,729> の内数 <△79,896>
雇用勘定 職業紹介事業等実施費 職業紹介事業等の実施に必要な経費 62,717,833 59,662,912 △3,054,921
雇用勘定 独立行政法人労働政策研

究・研修機構運営費
独立行政法人労働政策研究・研修機構運営
費交付金に必要な経費

<1,940,362> の内数 <1,891,250> の内数 <△49,112>

雇用勘定 独立行政法人労働政策研
究・研修機構施設整備費

独立行政法人労働政策研究・研修機構施設
整備に必要な経費

<170,263> の内数 <139,479> の内数 <△30,784>

170,272,992 142,504,793 △27,768,199

<76,427,859> の内数 <72,307,443> の内数 <△4,120,416>
雇用勘定 地域雇用機会創出等対策

費
地域及び中小企業等における雇用機会の創
出等に必要な経費

170,272,992 142,504,793 △27,768,199

雇用勘定 独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構運営
費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構運営費交付金に必要な経費

<71,425,086> の内数 <67,997,816> の内数 <△3,427,270>

雇用勘定 独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構施設
整備費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構施設整備に必要な経費

<2,892,148> の内数 <2,278,898> の内数 <△613,250>

雇用勘定 独立行政法人労働政策研
究・研修機構運営費

独立行政法人労働政策研究・研修機構運営
費交付金に必要な経費

<1,940,362> の内数 <1,891,250> の内数 <△49,112>

雇用勘定 独立行政法人労働政策研
究・研修機構施設整備費

独立行政法人労働政策研究・研修機構施設
整備に必要な経費

<170,263> の内数 <139,479> の内数 <△30,784>

165,330,811 160,202,611 △5,128,200
<76,427,859> の内数 <72,307,443> の内数 <△4,120,416>

雇用勘定 高齢者等雇用安定・促進
費

高齢者等の雇用の安定・促進に必要な経費 165,330,811 160,202,611 △5,128,200

雇用勘定 独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構運営
費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構運営費交付金に必要な経費

<71,425,086> の内数 <67,997,816> の内数 <△3,427,270>

雇用勘定 独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構施設
整備費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構施設整備に必要な経費

<2,892,148> の内数 <2,278,898> の内数 <△613,250>

雇用勘定 独立行政法人労働政策研
究・研修機構運営費

独立行政法人労働政策研究・研修機構運営
費交付金に必要な経費

<1,940,362> の内数 <1,891,250> の内数 <△49,112>

雇用勘定 独立行政法人労働政策研
究・研修機構施設整備費

独立行政法人労働政策研究・研修機構施設
整備に必要な経費

<170,263> の内数 <139,479> の内数 <△30,784>

1,790,855,315 1,748,767,771 △42,087,544

<2,110,625> の内数 <2,030,729> の内数 <△79,896>
雇用勘定 失業等給付費 失業等給付に必要な経費 1,756,178,131 1,715,923,994 △40,254,137
雇用勘定 業務取扱費 失業等給付業務に必要な経費 34,677,184 32,843,777 △1,833,407
雇用勘定 独立行政法人労働政策研

究・研修機構運営費
独立行政法人労働政策研究・研修機構運営
費交付金に必要な経費

<1,940,362> の内数 <1,891,250> の内数 <△49,112>

雇用勘定 独立行政法人労働政策研
究・研修機構施設整備費

独立行政法人労働政策研究・研修機構施設
整備に必要な経費

<170,263> の内数 <139,479> の内数 <△30,784>

（６）　労働保険適用徴収業務の適正かつ円滑な実施を図ること

１　労働保険適用促進及び労働保険料等の適正徴収を図ること

　２　意欲あるすべての人が働くことができるよう、労働市場において労働者
の職業の安定を図ること

（５）　個別労働紛争の解決の促進を図ること

１　個別労働紛争の解決の促進を図ること

（３）　労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図ること

１　高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること

（４）　失業給付等の支給により、求職活動中の生活の保障等を行うこと

（１）　労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強化
すること

（２）　雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること

１　地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安
定を図ること

１　公共職業安定機関等における需給調整機能の強化及び労働者
派遣事業等の適正な運営を確保すること

１　雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にす
るための保障等を図ること



勘定 項 事項 比較増△減額政策評価体系 26年度予算額 27年度予算額

48,363,135 26,351,047 △22,012,088
<71,425,086> の内数 <67,997,816> の内数 <△3,427,270>

雇用勘定 就職支援法事業費 就職支援法事業に必要な経費 48,363,135 26,351,047 △22,012,088

雇用勘定 独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構運営
費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構運営費交付金に必要な経費

<71,425,086> の内数 <67,997,816> の内数 <△3,427,270>

57,166,660 62,126,904 4,960,244

<74,317,234> の内数 <70,276,714> の内数 <△4,040,520>

51,239,039 53,542,117 2,303,078
<74,317,234> の内数 <70,276,714> の内数 <△4,040,520>

雇用勘定 職業能力開発強化費 職業能力開発の強化に必要な経費 51,239,039 53,542,117 2,303,078
雇用勘定 独立行政法人高齢・障害・

求職者雇用支援機構運営
費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構運営費交付金に必要な経費

<71,425,086> の内数 <67,997,816> の内数 <△3,427,270>

雇用勘定 独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構施設
整備費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構施設整備に必要な経費

<2,892,148> の内数 <2,278,898> の内数 <△613,250>

1,804,866 4,459,259 2,654,393

<74,317,234> の内数 <70,276,714> の内数 <△4,040,520>
１　若年者等に対して段階に応じた職業キャリア支援を講ずること 雇用勘定 若年者等職業能力開発支

援費
若年者等に対する職業能力開発の支援に必
要な経費

186,964 2,649,277 2,462,313

雇用勘定 独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構運営
費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構運営費交付金に必要な経費

<71,425,086> の内数 <67,997,816> の内数 <△3,427,270>

雇用勘定 独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構施設
整備費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構施設整備に必要な経費

<2,892,148> の内数 <2,278,898> の内数 <△613,250>

雇用勘定 障害者職業能力開発支援
費

障害者に対する職業能力開発の支援に必要
な経費

1,617,902 1,809,982 192,080

4,122,755 4,125,528 2,773

<0〉
雇用勘定 技能継承・振興推進費 技能継承・振興の推進に必要な経費 4,122,755 4,125,528 2,773

10,152,161 8,680,876 △1,471,285

<2,110,625> の内数 <2,030,729> の内数 <△79,896>

10,152,161 8,680,876 △1,471,285

<2,110,625> の内数 <2,030,729> の内数 <△79,896>

雇用勘定 男女均等雇用対策費 男女労働者の均等な雇用環境等の整備に必
要な経費

10,152,161 8,680,876 △1,471,285

雇用勘定 独立行政法人労働政策研
究・研修機構運営費

独立行政法人労働政策研究・研修機構運営
費交付金に必要な経費

<1,940,362> の内数 <1,891,250> の内数 <△49,112>

雇用勘定 独立行政法人労働政策研
究・研修機構施設整備費

独立行政法人労働政策研究・研修機構施設
整備に必要な経費

<170,263> の内数 <139,479> の内数 <△30,784>

3,387,327,002 3,285,380,914 △ 101,946,088
<76,427,859> の内数 <72,307,443> の内数 <△4,120,416>

3,463,754,861 3,357,688,357 △ 106,066,504

（注） １．政策評価の対象となる予算及び政策評価の対象外の予算で政策に関連付けられるものを掲記している。

２．下段<　>外書きは、複数の政策にまたがる予算 （例：施設整備費等）及び複数の政策にまたがると整理できる予算であり、
　　 総額の「内数」で掲記し、合計欄において本書きに含めている。
３．26年度予算額は、27年度予算額との比較対照のため組替え掲記している。
４．26年度予算額は、当初予算額である。

　３　労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に
発揮できるような環境整備をすること

１　求職者支援訓練の実施や職業訓練受講給付金の支給等を通じ、
雇用保険を受給できない求職者の就職を支援すること

（５）　求職者支援制度の活用により、雇用保険を受給できない求職者の
就職を支援すること

（３）　「現場力」の強化と技能の継承・振興を推進すること

１　技能継承・振興のための施策を推進すること

　４　男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可
能にする社会づくりを推進すること

（１）　多様な職業能力開発の機会を確保すること

１　多様な職業能力開発の機会を確保すること

（２）　働く者の職業生涯を通じた持続的な職業キャリア形成への支援をす
ること

２　福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等をすること

（１）　男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、仕事と家庭の両立支
援、パートタイム労働者と正社員間の均等・均衡待遇等を推進すること

１　男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、仕事と家庭の両立
支援、パートタイム労働者と正社員間の均等・均衡待遇等を推進する
こと

所　　　管　　　計


